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高品位尿素水（AdBlue®等）・エンジンオイル等の安定供給に関するお願い 

今般、国土交通省及び経済産業省より、高品位尿素水（AdBlue®等）及びエ

ンジンオイル等の安定供給確保に向けた協力要請が発出されました。 

中東情勢の影響等により、一部で供給の偏りや容器不足が生じているほか、

エンジンオイル等については過度な前倒し発注により、通常どおり発注してい

る事業者への供給に遅れが発生しているとのことです。 

事業者の皆様におかれましては、安定供給確保のため、以下の点についてご

協力をお願いいたします。 

■ 必要量に応じた適正な発注 

買いだめや過度な前倒し発注は需給逼迫の要因となります。前年同月程度を

目安とした計画的な発注にご協力ください。 

■ 供給に支障が生じた場合の確認・相談 

調達に支障が生じた場合は、まず供給事業者へ状況をご確認いただくととも

に、必要に応じて相談窓口をご活用ください。 

■ 情報提供へのご協力 

供給元、対象物資、今後の調達見込みなど、サプライチェーンに関する情報

提供が求められております。 

【相談窓口】 

（トラック関係） 

近畿運輸局自動車交通部貨物課    kkt-truck_keiei@ki.mlit.go.jp 

（自動車整備関係）  

近畿運輸局自動車技術安全部整備課  kkt-gianseibi-youin@ki.mlit.go.jp 


